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徳
島
県
消
費
者
市
民
社
会
の
構
築
に
関
す
る
条
例

本
県
で
は
、
豊
か
な
自
然
と
潤
い
あ
る
ふ
る
さ
と
の
風
景
が
守
ら
れ
、
安
全
・
安
心
な
暮
ら
し
と
豊
か

な
食
文
化
や
阿
波
藍
な
ど
の
伝
統
文
化
が
息
づ
い
て
い
る
。
ま
た
、
子
供
た
ち
の
笑
顔
が
あ
ふ
れ
、
未
来

を
創
造
す
る
た
く
ま
し
い
若
者
が
社
会
に
巣
立
ち
、
一
人
一
人
が
自
立
し
な
が
ら
支
え
合
い
、
地
域
が
つ

な
が
っ
て
い
る
。

未
来
に
お
い
て
も
、
夢
や
希
望
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
活
力
あ
る
徳
島
県
と
し
て
成
長
し
て
い
く
た
め
、
さ

ら
に
は
地
球
規
模
で
の
気
候
変
動
や
世
界
平
和
、
経
済
成
長
な
ど
の
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
人
権

、
地
産
地
消
、
環
境
等
に
配
慮
し
た
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
選
択
す
る
消
費
行
動
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
、
誰
一
人
取
り
残
さ
な
い
社
会
の
形
成
や
地
球
環
境
の
保
全
な
ど
に
配
慮
し
た
思
い
や
り
の
あ

る
消
費
行
動
や
事
業
活
動
を
県
民
生
活
に
取
り
入
れ
る
た
め
の
環
境
づ
く
り
を
積
極
的
に
推
進
し
、
消
費

者
、
事
業
者
、
行
政
機
関
等
の
様
々
な
主
体
が
一
体
と
な
っ
て
、
公
正
か
つ
持
続
可
能
な
社
会
で
あ
る
消

費
者
市
民
社
会
の
構
築
を
目
指
し
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
消
費
者
市
民
社
会
の
構
築
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
県
の
責
務
並
び
に
消

費
者
、
事
業
者
及
び
関
係
団
体
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
消
費
者
市
民
社
会
の
構
築
に
関

す
る
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
消
費
者
自
ら
の
消
費
生
活
に
お
け
る
人
権
、
地
域
及
び
環

境
に
配
慮
し
た
消
費
行
動
を
推
進
し
、
現
在
及
び
将
来
の
世
代
に
わ
た
っ
て
、
公
正
か
つ
持
続
可
能
な

社
会
の
形
成
を
図
り
、
及
び
そ
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

一

消
費
者
市
民
社
会

消
費
者
教
育
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
一
号
）

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
消
費
者
市
民
社
会
を
い
う
。

二

エ
シ
カ
ル
消
費

地
域
の
活
性
化
、
雇
用
な
ど
も
含
む
、
人
、
社
会
及
び
環
境
に
配
慮
し
た
思
い

や
り
の
あ
る
消
費
行
動
を
い
う
。

三

消
費
者
志
向
経
営

企
業
等
の
組
織
が
社
会
の
一
員
と
し
て
、
自
ら
の
活
動
が
社
会
や
環
境
等
に

与
え
る
影
響
を
十
分
配
慮
し
、
消
費
者
の
権
利
を
尊
重
し
、
そ
の
意
向
や
期
待
に
こ
た
え
る
こ
と
に

よ
り
組
織
の
社
会
的
責
任
を
果
た
す
こ
と
を
い
う
。

四

関
係
団
体

消
費
生
活
に
関
す
る
活
動
を
行
う
こ
と
を
主
な
目
的
と
し
て
組
織
さ
れ
た
団
体
及
び

消
費
者
市
民
社
会
の
構
築
に
関
す
る
活
動
を
行
う
団
体
を
い
う
。

（
基
本
理
念
）

第
三
条

消
費
者
市
民
社
会
の
構
築
は
、
消
費
者
一
人
一
人
の
消
費
行
動
及
び
事
業
者
の
事
業
活
動
が
将

来
に
わ
た
り
内
外
の
社
会
、
経
済
及
び
環
境
に
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
こ
と
が
自
覚
さ
れ
、
公
正
か
つ
持

続
可
能
な
社
会
の
実
現
が
推
進
さ
れ
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

消
費
者
市
民
社
会
の
構
築
は
、
人
権
の
尊
重
や
地
球
環
境
の
保
全
、
そ
の
他
社
会
問
題
の
解
決
に
配

慮
し
た
消
費
行
動
や
事
業
活
動
に
よ
り
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

消
費
者
市
民
社
会
の
構
築
は
、
県
、
消
費
者
及
び
事
業
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
果
た
し
、
相
互
に

連
携
・
協
力
し
て
推
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
県
の
責
務
）

第
四
条

県
は
、
前
条
に
規
定
す
る
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
消
費
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者
市
民
社
会
の
構
築
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

２

県
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
市
町
村
、
消
費
者
、
事
業
者
及
び
関
係
団
体
が
実
施
す
る
消
費
者

市
民
社
会
の
構
築
に
関
す
る
取
組
を
促
進
す
る
た
め
、
消
費
者
教
育
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
支

援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３

県
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
物
品
及
び
役
務
の
調
達
に
当
た
っ
て
は
、
予
算
の
適
正
な
執
行
並

び
に
契
約
に
お
け
る
経
済
性
、
公
正
性
及
び
競
争
性
に
留
意
し
つ
つ
、
地
域
の
活
性
化
、
雇
用
な
ど
も

含
む
、
人
、
社
会
及
び
環
境
に
配
慮
し
た
調
達
の
推
進
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
消
費
者
の
役
割
）

第
五
条

消
費
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
そ
の
消
費
行
動
が
人
、
社
会
及
び
環
境
に
与
え
る
影
響

を
理
解
し
、
自
主
的
か
つ
合
理
的
に
行
動
で
き
る
よ
う
、
自
ら
進
ん
で
エ
シ
カ
ル
消
費
に
関
し
て
必
要

と
な
る
知
識
の
修
得
、
情
報
の
収
集
等
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
事
業
者
の
役
割
）

第
六
条

事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
自
ら
進
ん
で
、
消
費
者
志
向
経
営
に
関
し
て
必
要
と
な

る
知
識
の
修
得
及
び
情
報
の
収
集
並
び
に
当
該
知
識
及
び
情
報
の
事
業
活
動
へ
の
反
映
に
努
め
る
も
の

と
す
る
。

２

事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
そ
の
事
業
活
動
や
消
費
者
の
行
動
が
人
、
社
会
及
び
環
境
に

与
え
る
影
響
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
関
係
団
体
の
役
割
）

第
七
条

関
係
団
体
は
、
消
費
者
市
民
社
会
の
構
築
に
関
す
る
取
組
を
企
画
し
、
及
び
消
費
者
の
参
画
を

得
て
積
極
的
に
推
進
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
徳
島
県
消
費
者
市
民
社
会
推
進
期
間
）

第
八
条

消
費
者
の
エ
シ
カ
ル
消
費
及
び
事
業
者
の
消
費
者
志
向
経
営
の
普
及
及
び
定
着
を
図
る
た
め
、

五
月
の
第
二
土
曜
日
か
ら
十
五
日
間
を
徳
島
県
消
費
者
市
民
社
会
推
進
期
間
と
す
る
。

２

県
は
、
徳
島
県
消
費
者
市
民
社
会
推
進
期
間
に
ふ
さ
わ
し
い
行
事
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
も
の

と
す
る
。

（
財
政
上
の
措
置
等
）

第
九
条

県
は
、
消
費
者
市
民
社
会
の
構
築
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
た
め
、
必
要
な
財
政
上
の
措
置

そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

提
案
理
由

消
費
者
市
民
社
会
の
構
築
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
県
の
責
務
並
び
に
消
費
者
、
事
業
者
及
び
関

係
団
体
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
消
費
者
市
民
社
会
の
構
築
に
関
す
る
必
要
な
事
項
を
定
め

る
こ
と
に
よ
り
、
消
費
者
自
ら
の
消
費
生
活
に
お
け
る
人
権
、
地
域
及
び
環
境
に
配
慮
し
た
消
費
行
動
を

推
進
し
、
現
在
及
び
将
来
の
世
代
に
わ
た
っ
て
、
公
正
か
つ
持
続
可
能
な
社
会
の
形
成
を
図
り
、
及
び
そ

の
発
展
に
寄
与
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


